
鹿児島市立錦江台小学校いじめ防止基本方針 
令和８年３月改定 

１ いじめの定義 

  「いじめ」とは、「児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定
の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて行
われるものを含む。）であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの」をい
う。（「いじめ防止対策推進法」から） 

 
２ いじめ防止基本方針策定の目的  

本方針は、「いじめ防止対策推進法」第十三条により、錦江台小学校の全ての児童が、いじめのない
安心で充実した学校生活を送ることができることを目的に策定する。 

 
３ いじめ防止に向けての基本姿勢 

教職員は、日頃から児童に深く寄り添い関わることが求められる。いじめの兆候や発生を見逃さず、
学校が迅速かつ組織的に対応するために、いじめに対する認識を全教職員で共有し、確実にいじめの認
知を行う。また、いじめはどの学校でもどの児童等にも起こり得るという現実を踏まえ、全ての児童を
対象に、いじめの未然防止・早期対応のために家庭・地域や関係機関とも連携して全教職員で取り組む。 

 
４ 基本方針 

学校教育目標 

自ら進んで学び、共に高め合う、心豊かで、たくましい錦江台の子 

 

家庭・地域との連携  
 

いじめ対策委員会  関係機関との連携 
・PTA 会長、保護者 
・学校運営協議会 
・まちづくり協議会 
・校区あいご会 
・スクールゾーン委員会 
・子ども 110 番の家 

１ 目的 
「学校基本方針」を実行に移すために本委員会 
を設置する。年間計画の作成・実行・検証・修
正の中核を担う組織である。 

２ 組織構成 
  校長、教頭、生徒指導主任、教育相談係、各

学年の生徒指導部、該当学級担任（必要に応じ
て、養護教諭、人権同和教育係） 

 
・鹿児島市教育委員会 
・市こども家庭支援センター 
・ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ(SC) 
・ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ(SSW) 
・民生委員 
・南警察署 
・和田中学校 
・中央児童相談所 

 

いじめの未然防止に向けて 

 

 

年間を通した取組 

○教職員の取組 
 ・児童一人一人の自己肯定感を育む教育活動の推進 
 ・人権教育や道徳教育の充実による人権意識の向上 
 ・いじめを許さない、見逃さない雰囲気づくり(学校全体・各学級) 
 ・年間計画に基づいた道徳科の推進 
 ・授業における共通実践事項の指導の徹底 
 ・『いじめ対策必携』『生徒指導提要』を活用した研修、SOS の

受け止め方に関する研修 
 ・定期的ないじめアンケート（なかよしアンケート）の実施 
○児童の取組 
 ・「おあご運動（おはよう・ありがとう・ごめんなさい）」の主

体的な取組 
 ・集会委員会による児童集会の充実 
 ・「いじめ防止啓発標語・ポスター」の作成 
 ・当事者だけの問題でないことの認識、いじめの傍観者から仲裁

者への転換 
 ・いじめは絶対に許さないという思いの確認 
 ・友達の変化をすぐ担任に相談（情報提供）することは正義の行

動であることの認識 
○保護者の取組 
 ・学級懇談会での情報交換・意見交換 
 ・家庭教育学級でのいじめに関する研修（人権に関する内容の実施） 
 ・日常的な観察と子供の SOS を受け止める雰囲気づくり 
 ・あいご会や地域の行事への積極的な参加 
○地域の取組 
 ・携帯電話やインターネットの利用ルールづくり 
 ・あいご会における体験活動の推進 
 ・登下校時の見守り活動（地域 PTA・青パト）と声かけによる人

権意識の高揚 

〇いじめ防止につながる発達
支持的生徒指導体制の構築 

・年間計画に基づいた月別生
活目標の設定と指導の徹底 
・生活指導委員会（月１回） 
・生徒指導連絡会（週 1 回） 

※生徒指導係を中心に全
職員で関わる。 

 
○相談体制 

・SC、SSW の活用 
・放課後の教育相談の活用 

 ・いじめ相談窓口設置 
 
○職員研修の重点 

・『いじめ対策必携』『生 
 徒指導提要』の積極的活用 
・いじめアンケートの分析 
・いじめ防止基本方針の見直し（２月） 

 
○「学校楽しぃーと」の実施と 
分析（５月、11 月、２月） 
 
○早期発見時の体制 

・いじめ対策委員会開催し、
共通理解を図る。 

 
○重大事態への対応 

・第三者を加えたいじめ防止
委員会の設置 



いじめの早期発見に向けて 

○教職員の取組：SOS の受け止め方に関する研修との関連 
・いじめアンケートや定期的な個人面談、「学校楽しぃーと」、児童・保護者からの情報提供等で前
兆を発見した際 

ア：生活指導委員会やいじめ対策委員会を開催し、現状報告と共通理解を図る（※学年ファイルな
ど、必ず記録に残す。） 

イ：チームでの早急な対応で事実確認を行う。 
 
 
 
 
ウ 状況に応じて、SC を活用する。 

○児童の取組：「SOS の出し方」教育との関連 
・悩みがあれば、一人で抱え込まずに担任や養護教諭等に相談する。 
・悩んでいる友達がいれば、話を聴くとともに、一緒に担任や養護教諭等のところに行って相談でき
るように促す。 

○保護者の取組：SOS を受け止める雰囲気づくりとの関連 
・日常的な観察（細かな変化やサインを見逃さない）→気になったことはすぐ担任・学校に相談 

○地域の取組 
・登下校時の児童の様子について、学校に情報提供 

 

いじめに対する適切かつ迅速な対応に向けて 

○教職員の取組 
・いじめ防止委員会を立ち上げ、対応を判断する。 

いじめられた児童に対して いじめた児童に対して 

・事実確認を行うとともに、まず辛い気持ちに共感し、
心の安定を図る。 
・「最後まで守り抜くこと」を伝える。 
・必ず解決できる希望がもてることを伝える。 
・自尊感情や自己肯定感を高めるような言葉かけをす
る。 

・いじめた気持ちや状況について十分聞き、
背景にも心を寄せて指導する。 
・心理的な孤立感、疎外感を与えないよう
にするなど一定の教育的配慮のもと、毅然
とした態度で指導し、いじめが人として絶
対に許されない行為であることやいじめら
れた側の気持ちを認識させる。 

 

いじめられた児童の保護者に対して いじめた児童の保護者に対して 

・発見したその日のうちに家庭訪問等で保護者面談を
し、事実関係を直接伝える。 
・学校の指導方針を伝達し、今後の対応を協議する。 
・保護者の辛い気持ちや不安な気持ちを共感的に受け
止める。 
・継続して家庭と連携しながら解決に向かって取り組
むことを確認する。 
・家庭での児童の変化に注意してもらい、些細なこと
でも相談するように伝える。 

・正確な事実関係を説明し、いじめられた
児童や保 護者の辛く悲しい気持ちを伝
え、よりよい解決を 目指す方向性を共有
する。 
・「いじめは絶対許されない行為である」
という毅然とした姿勢を示し、事の重大さ
を認識させ、家庭での指導を依頼する。 
・児童の変容を図るために、今後の関わり
方などを一緒に考え、具体的な助言をする。 

・いじめや暴力行為等に関して犯罪行為の可能性がある場合は、直ちに警察に通報し、協力を得る。 
  ・いじめの解消は「いじめに係る行為が止んでいる状態が少なくとも三か月継続していること」「被 
害者が心身の苦痛を受けていないこと」の少なくとも二つの要件が満たされている必要がある。 

 

＜重大事態の発生＞ 
 
 
 
◎ 学校を調査主体とした場合 

１ 専門的知識及び経験をもつ第三者を加えたいじめ防止委員会を立ち上げ、情報（事実）収集 
   ・記録・共有及び事実確認を行った後、早急に報告を行う。【報告：校長→市教委→市長】 

２ いじめを受けた児童と保護者に情報を適切に提供する。 
・適時、適切な方法で、経過報告する。 
・個人情報に十分配慮する。※個人情報を楯に説明を怠ってはいけない 
・アンケートを実施する際は、その旨を調査対象の児童・保護者に必ず説明をしておく。 

◎ 市教育委員会が調査主体となる場合 
・設置者の指示のもと、資料の提出や調査に協力する。  

 

 

〈事実確認項目〉 
①誰が誰にいじめられているのか ②いつ、どこで起こったのか ③どんな内容のいじめか、
どんな被害があったのか ④いじめのきっかけは何か ⑤いつから始まったのか 

① 生命、心身または財産に重大な被害が生じた場合 
② 年間 30 日以上の期間を欠席することを余儀なくされている場合 


